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人事行政の運営等の状況の公表 

 

本公表は、地方公共団体が人事行政運営の状況を住民に公表することにより、その公平性及び透明

性を高めることを目的としたものであり、地方公務員法の改正により平成 17 年 4月 1 日から全ての地

方公共団体において公表が義務付けられているものです。 

人事行政とは、職員の任用、給与、勤務条件、服務、退職管理、研修、福利厚生といった職員に適用

される基準等全般を指します。 

当市では、地方公務員法第 58 条の 2 第 3項及び第 58 条の 3 第 2 項並びに十和田市人事行政の運営

等の状況の公表に関する条例に基づき、年に一度 12 月 31 日までに、前年度における人事行政の運営

の状況等について公表しています。 
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公表における対象職員について 

 

①　本公表における「職員」とは、別に指定がない限り、一般職に属する職員（臨時的に任用された職

員及び非常勤職員（地方公務員法第 22 条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（定年

前再任用短時間勤務職員）及び同法第 22 条の２第１項第２号に規定する職員を除く。）を除く。）を

指します。また、「再任用職員」とは定年前再任用短時間勤務職員及び十和田市職員の暫定再任用に

関する取扱要綱が適用される職員を指します。 

 

②　職員数のとらえ方の違いにより、任用、給与、休暇等の各項目における職員数は一致しない場合

があります。
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１　職員の任免及び職員数に関する状況 

 

　⑴　職員の任免の状況 

①　新規採用 

職員の採用は、公平性、公正性の観点から、競争試験を原則としています。　　（単位：人） 

注 1　消防職は十和田地域広域事務組合へ派遣となります。 
注 2　再任用職員の新規採用は含みません。 

 

②　退職者（令和 5年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 

注 1　応募認定退職とは、満 45 歳以上の職員で、定年前早期退職募集に応募、認定を経て退職することです。 
注 2　再任用職員の任期満了は含みません。 

 

③　再任用 

再任用の制度として、60 歳以上で定年前に退職した者を短時間勤務職員として採用する「定年前再任

用短時間勤務制度」と、定年退職した者をフルタイム又は短時間勤務職員として採用する「暫定再任用

制度」を導入しています。 

（単位：人）　　　  

注 1　市長部局等には、病院以外のすべてを含みます。 
注 2　短時間勤務はフルタイム勤務者に比し、1 週間当たりの勤務時間の短いものをいいます。 

 区　分 令和 5 年度 令和 6 年 4月 1日
 

試

験

採

用

一般行政職 11 13
 技師 1 1
 保健師・看護師 0 0
 消防職 3 4
 企業職 26 8
 

内訳

上下水道
事務 1 1

 技師 1 0
 

病院

事務 4 0
 医療技師・薬剤師 7 3
 看護師 13 4
 計 41 26
 選考採用等（医師・県教育職等） 17 15
 合　計 58 41

 区分 定年退職 応募認定退職 自己都合退職等 合　計
 市長部局（上下水道部を含む。） 0 1 8 9
 病院 2 2 27 31
 教育委員会 0 1 3 4
 議会事務局 0 0 0 0
 選挙管理委員会事務局 0 0 0 0
 監査委員事務局 0 0 0 0
 農業委員会事務局 0 0 0 0
 合　計 2 4 38 44

 
区分

令和 5 年 4月 1日 令和 6年 4月 1 日
 市長部局等 病院 計 市長部局等 病院 計
 再任用者数 26 11 37 19 9 28
 内

訳

フルタイム勤務 25 3 28 18 1 19
 短時間勤務 1 8 9 1 8 9
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⑵　職員数に関する状況 

①　職員数の推移 

(各年4月1日現在)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：人) 

注 1　職員数には、再任用短時間勤務職員を含みません。 

 

②　部門別職員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：人)  

注 1　類似団体とは、市（政令市を除く。）及び町村別に、団体の人口及び第 2次・第 3次産業人口比率を基準とし
て、総務省において、態様が類似している地方公共団体ごとに作成されている類型のことです。十和田市は、
一般市（Ⅱ-1）に区分されます。 

注 2　職員数は、地方公務員給与実態調査をもとに、教育長及び再任用短時間勤務職員を含まない人数を表示して
います。 

 年　 
区　分

平成

27 年

平成

28 年

平成

29 年

平成

30 年

平成

31 年

令和

2 年

令和

3 年

令和

4年

令和

5年

令和

6年

 一般行政部門・ 

特別行政部門

職員数 366 362 358 359 348 347 339 340 348 346
 増　減 4 △4 △4 1 △11 △1 △8 1 8 △2
 公営企業等会計部門 

(病院除く)

職員数 68 68 68 64 64 61 62 62 62 61
 増　減 △2 0 0 △4 0 △3 1 0 0 △1
 公営企業等会計部門 

(病院のみ)

職員数 401 387 411 408 419 417 411 404 395 397
 増　減 △5 △14 24 △3 11 △2 △6 △7 △9 2
 

総　計
職員数 835 817 837 831 831 825 812 806 805 804

 増　減 △3 △18 20 △6 0 △6 △13 △6 △1 △1

 
区　　　分

令和 5 年

4 月 1 日

令和 6年 

4 月 1 日
増減 主な理由

 

普通

会計

部門

一般

行政

部門

議 会 6 6
 総務・企画 106 105 △1 業務の移管
 税 務 32 30 △2 業務の見直し
 民 生 47 47
 衛 生 25 23 △2 専門職の退職不補充　等
 農林水産 35 35
 商 工 14 14
 土 木 31 34 3 業務の移管、体制強化
 

小 計 296 294 △2
＜参考＞ 
人口１万人当たり職員数（令和 5 年度）   50.15 人 

（類似団体の人口１万人当たり職員数   67.58 人）

 特別

行政

部門

教 育 52 52

 
小 計 348 346 △2

＜参考＞ 
　人口１万人当たり職員数（令和5 年度）    58.96 人 
（類似団体の人口１万人当たり職員数   87.73 人）

 

公営企業等 
会計部門

病 院 395 397 2 業務の見直し
 水 道 22 21 △1 業務の見直し
 下 水 道 13 13
 そ の 他 27 27
 小 計 457 458 1
 

合　　　計 805 804 △1
＜参考＞ 
　人口１万人当たり職員数（令和 5年度）　139.01 人
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③　職種別職員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：人） 

注 1　職種名は、地方公務員給与実態調査における区分です。 
注 2　医療技術職は、管理栄養士です。 

 

　　④　一般行政職の級別職員数 

注 1　十和田市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 
注 2　再任用職員（フルタイム勤務）を含んだ人数です。 

 

⑤　会計年度任用職員（フルタイム） 

令和 6 年 4 月 1日現在のフルタイム会計年度任用職員数は 13 人で、すべて病院に所属しています。 

 職　種　名 令和 5年 4月 1 日 令和 6年 4 月 1日 増　減
 一般行政職 301 304 3
 税務職 37 35 △2
 医療技術職 1 1 0
 看護・保健職 18 17 △1
 

企業職
上下水道 35 34 △1

 病院 395 397 2
 技能労務職 9 7 △2
 その他の教育職 9 9 0
 計 805 804 △1

 
区分

令和 5 年 4 月 1日 令和 6 年 4 月 1日

 標準的な 
職務内容

職員数 
(人)

構成比 
(％)

標準的な 
職務内容

職員数 
(人)

構成比 
(％)

 1 級 主事・技師 50 16.6 主事・技師 56 18.4

 
2 級

高度の知識・経験を必要と

する業務を行う主事・技師
74 24.6

高度の知識・経験を必要と

する業務を行う主事・技師
63 20.7

 3 級 主 査 39 13.0 主 査 48 15.8

 4 級 係長・主幹 77 25.6 係長・主幹 70 23.0

 5 級 課 長 補 佐 31 10.3 課 長 補 佐 36 11.8

 6 級 課 長 22 7.3 課 長 23 7.6

 7 級 部 長 8 2.7 部 長 8 2.6

 計 301 100.0 計 304 100.0
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２　職員の人事評価の状況 

 

平成 26 年の地方公務員法改正により、平成 28 年度から人事評価制度を実施しています。令和５年度に

当市で実施した人事評価の概要は次のとおりです。 

 

 制度概要 ■能力評価 
　評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的

に評価する。 
■業績評価 
　職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価する。

 対象職員 一般職の職員（他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により評価の実施が困難である職

員の評価については、別途定める。）
 評価期間

■能力評価
■業績評価

 前期 後期
 評価基準日 9 月 1日 9月 1 日 2 月 1日
 対象期間 10 月 1 日～翌年 9月 30 日 4月 1日～9月 30 日 10月 1日～翌年 3月 31日
 評価基準 ■能力評価（総合評価） 

 
■業績評価（総合評価） 

 
 評価結果 

の 活 用

　被評価者の任用その他の人事管理の基礎として活用するほか、被評価者の人材育成に積極的に活

用するよう努める。
 そ の 他 ・人事評価及び評価結果に対する相談体制を整備 

・評価者研修を実施

 評語 内容
 Ｓ 現在の職位で期待・要求される水準を大きく上回り非常に優れていた。
 Ａ 現在の職位で期待・要求される水準を上回り非常に優れていた。
 Ｂ 現在の職位で期待・要求される水準を概ね満たしていた。
 Ｃ 現在の職位で期待・要求される水準を下回り劣っていた。
 Ｄ 現在の職位で期待・要求される水準を大きく下回り著しく劣っていた。
 

 評語 内容
 Ｓ 今期当該ポストに求められた期待水準を大きく上回る役割を果たした。
 Ａ 今期当該ポストに求められた期待水準以上の役割を果たした。
 Ｂ 今期当該ポストに求められた期待水準を概ね期待水準どおりに果たした。
 Ｃ 今期当該ポストに求められた期待水準を下回る役割しか果たさなかった。
 Ｄ 今期当該ポストに求められた期待水準を大きく下回る役割しか果たさなかった。
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３　職員の給与の状況 

 

⑴　人件費（令和 5 年度普通会計決算） 

注　人件費には、特別職の給料、報酬、共済費等を含みます。 

 

⑵　職員の給与費（令和 5 年度普通会計決算） 

注 1　職員数は、令和 5年 4月 1日現在です。 
注 2　職員手当には退職手当を含みません。 
注 3　給与費については、再任用短時間勤務職員の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいません。 

 

⑶　職員の平均年齢・平均給料月額及び平均給与月額（令和 5年 4月 1 日現在) 

注 1　「平均給料月額」とは、令和 5年 4月 1日現在における各職種の職員の基本給の平均です。 
注 2　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのす 

べての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものですが、
「平均給与月額（国比較ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手
当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。 

 

⑷　職員の初任給（令和 5 年 4 月 1日現在） 

 

⑸　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額（一般行政職） 

注　経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいいます。 

 

 

 
住民基本台帳人口 
令和 5 年 12 月 31 日現在

歳出額（Ａ） 
千円

実質収支 
千円

人件費（Ｂ） 
千円

人件費率

(Ｂ)/(Ａ)

（参考） 
令和 4年度 
人件費率

 
58,328 人 35,818,143 1,480,802 3,424,593 9.6％ 9.2％

 
職員数 
Ａ

給与費（千円） １人当たり 
給与費 
Ｂ／Ａ 
(千円)

（参考） 
令和 4年度１人

当たり給与費 
 (千円)

 
給料 職員手当

期末・ 
勤勉手当

計 
Ｂ

 
348 人 1,244,438 201,751 478,817 1,925,006 5,532 5,495

 

区分

一般行政職 技能労務職員

 
平均年齢 平均給料月額

平均給与月額 
（国比較ベース）

平均年齢 平均給料月額
平均給与月額 
（国比較ベース）

 十和田市 40.9 歳 297,349 円 324,369 円 61.8 歳 245,711 円 249,651 円

 青森県 42.7 歳 309,445 円 337,836 円 53.4 歳 300,956 円 318,414 円
 国 42.4 歳 322,487 円 404,015 円 51.2 歳 286,942 円 329,178 円
 類似団体 42.6 歳 316,217 円 342,607 円 53.1 歳 311,160 円 323,089 円

 区分 十和田市 県 国
 

一般行政職
大学卒 191,700 円 191,700 円 185,200 円

 高校卒 158,900 円 158,900 円 154,600 円

 
経験年数

令和 5 年 4月 1 日 令和 6 年 4 月 1日
 大学卒 高校卒 大学卒 高校卒
 7 年以上 10 年未満 237,300 円 203,100 円 242,300 円 212,700 円
 10 年以上 15 年未満 260,600 円 215,000 円 263,700 円 227,200 円
 15 年以上 20 年未満 305,100 円 268,800 円 302,000 円 271,600 円
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⑹　職員手当 

①　期末・勤勉手当（令和 5 年度） 

注　（　）内は再任用職員に係る支給割合です。 

 

②　退職手当（令和 5 年度） 

注 1　退職手当の支給割合は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例の規定によるものです。 
注 2　退職手当の 1人当たり平均支給額は、令和 5年度に退職し、退職手当が支給された全職種にかかる職員に支

給された平均額です。 
注 3　退職手当の支給割合は、令和 6年 3月 31 日現在のものです。 

 

③　時間外勤務手当（令和 5 年度普通会計決算） 

注　職員 1 人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、当該年度の 

4 月 1 日現在の普通会計総職員数（管理職員を除く。）です。 

 

④　地域手当（令和 5 年度普通会計決算） 

　　注　令和 5 年度の普通会計部門職員に医師職の配置がなかったため、支給実績はありません。 

 十和田市 国（参考）
 区分 期末手当 勤勉手当 区分 期末手当 勤勉手当
 

6 月期
1.200 月分 

（0.675 月分）

0.950 月分 

（0.450 月分）
6 月期

1.200 月分 

（0.675 月分）

1.000 月分 

（0.475月分）
 

12 月期
1.250 月分 

（0.700 月分）

1.000 月分 

（0.475 月分）
12 月期

1.250 月分 

（0.700 月分）

1.050 月分 

（0.500月分）
 

計
2.450 月分 

（1.375 月分）

1.950 月分 

（0.925 月分）
計

2.450 月分 

（1.375 月分）

2.050 月分 

（0.975月分）
 職制上の段階、職務の級等による加算措置　有 職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

 十和田市 国（参考）
 区分 自己都合 応募認定・定年 区分 自己都合 応募認定・定年

 勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分
 勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分
 勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分 勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分
 最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 最高限度額 47.709 月分 47.709 月分
 （調整額） 

職員の在職区分に応じて算出される額 
（その他の加算措置） 
定年前早期退職特例措置(2～45%加算) 

1 人当たり平均支給額　　8,891 千円

（調整額） 
職員の在職区分に応じて算出される額 
（その他の加算措置） 
定年前早期退職特例措置(2～45%加算)

 
支給実績 82,607 千円

 1 人当たり平均支給年額 266 千円

 
支給実績 0 千円

 
支給対象 支給率

国の制度 
（支給率）

 
医師 16 ％ 16 ％
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⑤　特殊勤務手当（令和 5 年度） 

　　注　職員全体に占める手当支給職員の割合は、医師を除いたものです。 

 

⑥　その他の手当（令和 5年度） 

 
支給実績（令和 5年度普通会計決算）

183   千円　

 医師職 　　　　　　　　　　　　　    0   千円　

 その他の職員                       183   千円　

 職員全体に占める手当支給職員の割合 
（令和 5年度普通会計決算）

7.2　   ％　

 手当の種類（公営企業以外） 6

 
手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

左記職員に対する

支給単価

支給

実績

 感染症等防疫作

業手当

感染症等防疫に従事する職

員

①感染症患者等の救護又は感染症の病原体の

付着した物件等の処理作業に従事したとき 
②家畜伝染病の病菌を有する家畜等に対する

防疫作業に従事したとき

①日額　290 円 
 
②日額　380 円 
　　　～760 円

無

 福祉業務手当 職員 生活保護に関する現業事務に従事したとき
日額　230 円 有

 市税徴収手当 職員 専ら市税の徴収事務（滞納処分を含む。）に従

事したとき
日額　210 円 有

 行旅死亡人等処

置手当

職員 行旅死亡人又は施設に入所している者が死亡

したときにその処置に従事したとき
１体につき　2,000円 有

 用地取得交渉手

当

用地取得交渉業務主管課職

員及び用地取得交渉業務主

管課の要請を受けて用地取

得のための交渉の業務に従

事する職員

用地取得のための交渉の業務に従事したとき

日額　470 円 有

 診療手当 十和田湖診療所に勤務する

医師

診療業務に従事したとき 月額　210,000 円

～300,000 円
無

 
手当名 内容及び支給単価

国の制度

との異同

国の制度と 
異なる内容

 管理職手当 管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき支給

異 支給額を減額  
規定額

部長級 69,600 円

 課長級 56,000 円

 初任給調整手当 医師として採用された職員に対し経験年数に応じ月額415,600円の範囲内で支給 同

 扶養手当 扶養親族のある職員に支給

同

 配偶者　　　　　6,500 円

 子　　　　　　 10,000 円

 父母等　　　　　6,500 円

 15 歳に達する日後の最初の 4 月 1 日から 22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31

日までの間にある子に加算となる額　　1人につき 5,000 円

 住居手当 自ら居住するため住宅を借り受け、月額 12,000 円を超える家賃を支払っている

職員に支給　　支給限度額 27,000 円
異 上限・下限額

 休日勤務手当 祝日法による休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職

員に支給　　勤務 1時間につき、勤務 1時間当たりの給与額の 135/100
同

 夜間勤務手当 正規の勤務時間として午後 10 時から翌日の午前５時までの間に勤務する職員に

支給  　 勤務 1時間につき、勤務 1時間当たりの給与額の 25/100
同

 宿日直手当 宿日直勤務を命ぜられた職員に支給　　勤務の態様に応じ、勤務 1 回につき

4,400 円～21,000 円
同

 管理職員特別勤務

手当

管理職手当の支給を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要

により週休日等に勤務した場合及び災害への対処等のため平日深夜に勤務した

場合に支給　　管理職手当の区分に応じ、勤務 1回につき 2,500 円～11,000 円

異

支給区分 
及び 
支給額
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⑺　特別職の報酬等　(令和 5 年度) 

 

⑻　等級等ごとの職員数（給与条例適用職員の状況（令和 6年 4 月 1日現在）） 

①　行政職給料表 

 

 

  寒冷地手当 毎年 11 月から翌年 3月までの各月の初日に在勤する職員に支給

同
 世帯主で扶養親族のある職員　　　17,800 円

 世帯主で扶養親族のない職員　　　10,200 円

 その他の職員　　　　　　　　　　 7,360 円

 通勤手当 通勤のために交通機関等を利用又は交通用具等を使用する職員に支給

同

 交通機関等（バス等）利用者の支給限度額　　55,000 円

 交通用具（自動車等）利用者の支給額　使用距離（片道 2ｋｍ以上）に応じ、

2,000 円～ 31,600 円

 単身赴任手当 やむを得ない事情により同居していた配偶者と別居して単身で生活する職員に

支給　　支給限度額　100,000 円
同

 災害派遣手当 災害応急対策又は災害復旧等のために十和田市に派遣された職員に支給　　滞

在期間に応じ、1日 3,970 円～6,620 円

 区　　分 月　　額 期末手当

 

給料

市長 861,000 円

＜令和 5年度支給割合＞ 

6 月期　　1.625 月分 
12 月期　　1.675 月分 

計　　3.300 月分

 副市長 700,000 円
 教育長 631,000 円
 病院事業管理者 690,000 円
 

報酬

議長 450,000 円
 副議長 391,500 円
 議員 362,000 円

 職務

の級

級別基準職務表に規定す

る基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

 （人） （％） （職名） （人） （人） （％） （段階）

 
1 級 主事又は技師の職務 64 18.8 

主事 61 

193 56.8 一般職員

 技師 3 

 

2 級

高度の知識又は経験を必

要とする業務を行う主事

又は技師の職務

76 22.4 

主事 73 

 技師 0 

 危機管理専門官 1 

 総括主事（再任用） 2 

 3 級 主査の職務 53 15.6 主査 53 

 

4 級 係長の職務 76 22.4 

係長 58 

76 22.4 係長級
 主幹 6 

 総括主幹 0 

 推進監（再任用） 12 

 

5 級 課長補佐の職務 38 11.2 

課長補佐 27 

38 11.2 課長補佐級

 室長 3 

 次長 3 

 副会計管理者 1 

 参事監 2 

 理事監 1 

 館長 1 

 

6 級 課長の職務 25 7.4 

課長 20 

25 7.4 課長級
 会計管理者 1 

 総括参事 1 

 事務局長 3 

 
7 級 部長の職務 8 2.4 

部長 7 
8 2.4 部長級  事務局長 1 

 合計 340 100.0 340 340 100.0  
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②　医療職給料表⑵ 

 

③　医療職給料表⑶ 

 

④　教育職給料表 

 

 職務

の級

級別基準職務表に規定す

る基準となる職務

合計 内訳

 （人） （％） （職名） （人）

 1 級 栄養士の職務 0 0.0 栄養士 0 

 
2 級

高度の知識又は経験を必

要とする業務を行う栄養

士の職務

1 100.0 栄養士 1 

 3 級 主任栄養士の職務 0 0.0 主任栄養士 0 

 4 級 係長の職務 0 0.0 係長 0 

 5 級 課長補佐の職務 0 0.0 課長補佐 0 

 合計 1 100.0 1 

 職務

の級

級別基準職務表に規定す

る基準となる職務

合計 内訳

 （人） （％） （職名） （人）

 1 級 准看護師の職務 0 0.0 准看護師 0 

 2 級 保健師又は看護師の職務 5 29.4 保健師 5 

 
3 級

主任保健師又は主任看護

師の職務
5 

23.5 保健師 4 

 5.9 看護師 1 

 
4 級 係長の職務 5 

23.5 係長 4 

 5.9 推進監 1 

 
5 級 課長補佐の職務 2 

5.9 課長補佐 1 

 5.9 次長 1 

 合計 17 100.0 17

 職務

の級

級別基準職務表に規定す

る基準となる職務

合計 内訳

 （人） （％） （職名） （人）

 1 級 ― ― ― ― ―

 
2 級

指導主事の職務 6 66.7 指導主事 6 

 係長の職務 0 0.0 係長 0 

 3 級 課長補佐の職務 1 11.1 課長補佐 1 

 4 級 課長の職務 2 22.2 課長 2 

 合計 9 100.0 9 
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４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

⑴　一般職員の 1 週間の勤務時間等　（令和 6 年 4 月 1日現在） 

注　勤務場所及び職種により、勤務時間、週休日が異なる場合があり、それぞれに勤務時間等を定めています。 

 

⑵　休暇の概要（令和 6 年 4月 1 日現在） 

 勤務時間（休憩時間を除く。） 午前 8時 30 分から午後 5 時 15 分まで
 休憩時間 午後 0 時から午後 1 時まで
 週休日 日曜日、土曜日
 休日 国民の祝日、12 月 29 日から翌年の 1月 3日まで

 休暇の区分 概　要

 年次有給休暇 有給 1年につき 20 日（翌年に 20 日を限度として繰越可能）

 
病気休暇 有給

負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、

医師の診断書に基づき必要と認める 90 日の範囲の期間（特定疾病による特例あり）

 

特別休暇 有給

選挙休暇 選挙権その他公民としての権利を行使する場合、必要と認められる期間

 裁判員休暇 裁判員等として裁判所等へ出頭する場合、必要と認められる期間

 
骨髄等ドナー休暇

骨髄移植のための骨髄等の提供希望者として、入院等をする場合、必要と認めら

れる期間

 
ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで、被災地における被災者支援、障害者・

高齢者の支援等社会に貢献する活動を行う場合、5 日の範囲内の期間

 結婚休暇 結婚する場合、7 日の範囲内の期間

 出生サポート休暇 不妊治療に係る通院等をする場合、5 日～10 日の範囲内の期間

 
産前休暇

8 週間以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合、出産の日までの申し

出た期間

 産後休暇 女性職員が出産した場合、出産した日の翌日から 8 週間を経過する日までの期間

 
育児休暇

生後満 1年に達しない子を育てる職員が申し出た場合、1日 2回それぞれ 30 分以

内の期間

 
生理休暇

生理日において勤務することが著しく困難であると女性職員が申し出た場合、申

し出た必要な期間

 配偶者出産休暇 妻が出産する場合、3 日の範囲内の期間

 
育児参加休暇

妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するま

での子を養育する場合、5 日の範囲内の期間

 
子の看護休暇

中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護をする場

合、5 日～10 日の範囲内の期間

 
短期介護休暇

要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行う場合、5日～10 日の

範囲内の期間

 服忌休暇 親族の喪に服する場合、親族に応じ定める日数の範囲内の期間

 
祭日休暇

父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事を行い又はこれに参加する場合、

1 日の範囲内の期間

 
夏季休暇

夏季における盆等の諸行事を行い若しくはこれに参加し、又は心身の健康の維持

及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合、5 日の範囲内の期間

 
妊婦休息・補食休暇

妊娠中の女性職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場

合、適宜休息し、又は補食するために必要な期間

 
妊婦通勤緩和休暇

妊娠中の女性職員について、通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は

胎児の健康保持に影響がある場合、1 日 1 時間を超えない範囲内で必要な期間

 
妊産婦通院休暇

妊娠中又は出産後 1年以内の女性職員が保健指導又は健康診査を受ける場合、正

規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

 
住居復旧休暇

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

等、7 日の範囲内の期間

 
出勤困難休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著し

く困難である場合、必要と認められる期間
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⑶　年次有給休暇の取得状況（令和 5 年） 

年次有給休暇は、原則 1年に 20 日取得できますが、その年に取得しなかった年次有給休暇の日数は、20

日を限度に翌年へ繰り越すことができます。 

注　対象職員数は、一般職員のうち、市長事務部局に勤務する職員（技能労務職員を除く。）であり、対象期間中の
中途採用者、退職者、育児休業や休職の事由がある職員などを除いたものです。 

 

５　職員の休業に関する状況 

 

⑴　育児休業等の取得状況（令和 5年度） 

育児休業に関する制度は、3歳未満の子を養育するため休業することができる「育児休業制度」、小学校

入学までの子を養育するため、1 日の勤務時間のうち 2 時間を超えない範囲内で勤務しないことができる

「部分休業制度」と、同じく小学校入学までの子を養育するため、週 19 時間 25 分～24 時間 35 分の勤務

時間を選択できる「育児短時間勤務制度」があります。 

注　「うち再度取得(b)」とは、同一の子について、育児休業等を取得後、令和 5年度中に再び育児休業等を取得し
た職員数です。 

 

⑵　自己啓発等休業の取得状況（令和 5 年度） 

「自己啓発等休業制度」とは、大学等における修学や国際貢献活動を希望する常勤の職員に対し、職員

としての身分を保有したまま職務に従事しないことを認める休業制度です。令和 5 年度中に自己啓発等休

業を利用した職員はありません。 

 
危険回避休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上

における身体の危険を回避する場合、必要と認められる期間

 
介護休暇 無給

配偶者等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務

しないことが相当であると認められる場合、6か月の期間内で必要な期間

 
組合休暇 無給

登録された職員団体の役員等の構成員として、正規の勤務時間中当該団体の業務に従事する場合

等、30 日の範囲内

 対象職員数 平均取得日数 消化率
 263 人 14.5 日 38.0％

 取得者数 令和 5 年度中

に新たに育児

休業等が取得

可能となった

職員数

 

育児休業
育児短時間 

勤務
部分休業

 

男性職員

取得者実数（a+b）  16 人  0 人  0 人 16 人
 うち新規取得（a）  13 人  0 人  0 人
 うち再度取得（b）  3 人  0 人  
 

女性職員

取得者実数（a+b） 19 人  10 人  7 人 19 人
 うち新規取得（a） 19 人  10 人  7 人
 うち再度取得（b）  0 人  0 人  
 

計

取得者実数（a+b） 35 人  10 人  7 人 35 人
 うち新規取得（a） 32 人  10 人  7 人
 うち再度取得（b）  3 人  0 人  
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６　職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

⑴　分限処分者数（令和 5 年度） 

職員が一定の事由に該当する場合に、地方公務員法第 27 条及び第 28 条の規定に基づいて行った分限処

分です。 

（単位：人）  

注　令和 5 年度中に処分発令をした人数（同一の者が複数回にわたって分限処分に付された場合は、重複して計上）
を表示しています。（会計年度任用職員を含む。） 

降任：現に有する職よりも下位の職に任命する処分 
免職：職員の意に反してその職を失わせる処分（退職手当の支給あり） 
休職：職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分（一部給料支給あり） 
降給：現に決定されている給料よりも低い額の給料に決定する処分 

 

⑵　懲戒処分者数（令和 5 年度） 

職員が一定の事由に該当する場合に、地方公務員法第 29 条の規定に基づいて行った懲戒処分です。 

 

 

  

　

 処分事由 降任 免職 休職 降給 計
 勤務実績が良くない場合 　
 心身の故障の場合 6 6 
 職に必要な適格性を欠く場合 　
 職制、定数の改廃、予算の減少によ

り廃職、過員を生じた場合

　

 刑事事件に関し起訴された場合 　 　
 条例で定める事由による場合
 計 6 6 

 懲戒処分 
者 数

（単位：人）　 

　注　令和 5 年度中に処分発令をした人数です。（会計年度任用職員を含む。） 
戒告：職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分 
減給：一定期間、職員の給料を減額して支給する処分 
停職：一定期間職務に従事させない処分（無給） 
免職：職員からその職を失わせる処分（退職手当の支給なし） 

 概 要 ■職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分 
【法令に違反したもの】 
　・令和５年４月 18 日戒告：職務中の道路交通法違反 
【職務上の義務に違反し又は職務を怠ったもの】 
・令和６年２月 26 日戒告：支払遅延 
・令和６年３月 25 日戒告：支払遅延

 処分事由 戒告 減給 停職 免職 計
 法令に違反した場合 1 1
 職務上の義務に違反し又は職務

を怠った場合
2 2

 全体の奉仕者たるにふさわしく

ない非行のあった場合
 

計 3 3
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７　職員の服務の状況 

 

地方公務員法では、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に

当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」という服務の根本基準が規定されています。 

また、同法では、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職

務に専念する義務、さらに政治的行為の制限等に関する規定の遵守が求められています。 

服務規律の遵守については、職員研修や文書通知などにより、機会あるごとに周知徹底を図り、綱紀の粛

正及び服務規律の徹底に努めています。 

 

⑴　服務規律の確保等のための主な通知（令和 5年度） 

○交通法規の遵守及び飲酒運転・交通事故等の防止等（4月・8月・11 月） 

○接遇について（4月・5 月） 

 

⑵　職務専念義務の免除 

地方公務員法第 35 条の規定により、職員には、法律又は条例に特別の定めがある場合を除き、その勤務

時間中、職務に専念する義務が課せられています。 

例外的に職務専念義務が免除される場合の主な例は次のとおりです。 

 

⑶　職員の営利企業等従事の新規許可（令和 5 年度） 

地方公務員法第 38 条の規定により、職員は、任命権者の許可を得なければ、営利企業の役員等へ就任す

ること、自ら営利企業を営むこと及び報酬を得て事業に従事することができません。 

当市では、職員から営利企業等への従事について申請があった場合には、次に掲げる基準をすべて満た

している場合に限り、これらを許可しています。 

○職員の占めている職と営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない場合 

○営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合 

○地方公務員法の精神に反しないと認められる場合 

 

 

 

 

 法律に定めがある場合 条例に定めがある場合
 ○分限休職処分を受けた場合（地方公務員法） 

○育児休業又は部分休業をする場合（地方公務員
の育児休業等に関する法律　等） 

○研修を受ける場合 
○厚生に関する計画に参加する場合 
　人間ドック、定期健康診断　等 
○その他任命権者が定める場合 
スポーツ競技大会等の審判　等

 区分 新規許可件数 主な内容
 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会

社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これらに
準ずる地位を兼ねる場合

2 件
市の出資する株式会社の非常
勤役員（無報酬）

 自ら営利を目的とする私企業を営む場合 2 件 農業、不動産賃貸
 報酬を得て事業又は事務に従事する場合 134 件 町内会　等
 計 138 件
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８　職員の退職管理の状況 

 

職員の退職後の再就職について、公正性及び透明性を確保するため、十和田市職員の退職管理に関する条

例及び規則に基づき、退職職員の再就職状況を公表しています。 

令和 5 年度退職者の再就職状況は下記のとおりです。 

 

⑴　十和田市退職職員の再就職状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）  

注 1　令和 5 年 4 月 1 日から令和 6年 3 月 31 日までに退職した職員で、臨時的に任用された職員、条件付採用期間中
の職員及び非常勤職員の退職者を除きます。 

注 2　再任用には、十和田地域広域事務組合に派遣された職員を含みます。 
注 3　市が出資する公社等は、市が出資等を行う法人で、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

第 2 条による市職員の派遣が認められている法人、市長が代表者に就任している法人及び市が 25％以上出資等し
ている法人です。 

注 4　届出義務対象者は、課長級以上の職であったことのある職員です。ただし、退職手当の支給を受けることなく退
職して引き続き国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の職員となった職員、公益的法人等への一般職の地
方公務員の派遣等に関する法律の規定に基づき退職して団体へ派遣された職員及び退職時に医療職給料表⑴又は
病院医療職給料表⑴の適用を受けていた職員を除きます。 

 

⑵　十和田市立小中学校退職教職員の再就職状況　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）  

注 1　令和 5 年 4 月 1 日から令和 6年 3 月 31 日までに退職した教職員で、臨時的に任用された職員、条件付採用期間
中の職員及び非常勤職員の退職者を除きます。 

注 2　届出義務対象者は、退職時の職位が学校長の職員です。ただし、退職手当の支給を受けることなく退職して引き
続き国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の職員となった職員を除きます。 

 

退職者

全体

うち届

出義務

対象者

左の内訳
 市に再就職 市以外に再就職

小 計
届 出 
な し

 

再任用

その他

（非常

勤特別

職等）

国、地

方公共

団体等

地方独

立行政

法 人

市が出

資する

公社等

その他

民 間 
団 体

 
44 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

 

退職者

全体

うち届

出義務

対象者

左の内訳
 十和田市立小中

学校に再就職

十和田市立小中学校以外に 
再就職

小 計
届 出 
な し

 

再任用
その他

(講師等)

市及び

教育 
委員会

県 
教育庁

国、他

の地方

公　共 
団　体

その他

民 間 
団 体

 
10 5 0 0 1 0 0 0 1 4 
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９　職員の研修の状況 

 

職員の勤務能率の発揮及び増進のために各種研修を行っています。研修後は、レポート周知等で庁内への

フィードバック等に努めています。 

 

⑴　職場内研修（令和 5 年度） 

職員研修（ＯＪＴ）、業務マニュアルの作成 

 

⑵　職場外研修（研修計画に基づくもの）（令和 5 年度）　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 

 区分 研修名 参加者数
 

一般研修

新採用職員研修 
新任課長研修 
新任係長研修 
ハラスメント防止研修 
庁内研修 
業務改善研修 
セルフコントロール研修 
リスクマネジメント研修（定住自立圏共生ビジョン交流事業） 
住民の共感を呼び情報発信力強化研修 
 

※うち定住自立圏構成市町村職員数

18　 
12　 
20　 
24　 
14　 
26　 
19　 
28　 
24　　

延べ 185 
4　

 

派遣研修

○総務課所管研修 
青森県自治研修所　――――――――――――――――――――― 

基本研修 
（新採用者・主事技師・主査・主幹・管理者入門・課長・再任用者） 
法制執務 
タイムマネジメント 
ワンペーパー資料作成術 
女性のためのセルフマネジメント力向上 
ダイバーシティマネジメント 
ICT 人材育成 
リスクマネジメント 
カウンセリングマインド 
ロジカルプレゼンテーション 
分かりやすい話し方・説明のしかた 
交渉力向上～WIN・WIN の交渉術～ 
職場の業務の見直し・スリム化 
人と組織のマネジメント力向上 
ロジカルシンキング 
独創力の鍛え方・コンセプトの作り方 
クレーム対応 
交渉力向上～行政事例に学ぶ実践的交渉～ 

 東北自治研修所　―――――――――――――――――――――― 
ハラスメント防止指導者養成 

  市町村職員中央研修所―――――――――――――――――――― 
広報の効果的実践 
法令実務 A（基礎） 
法令実務 B（応用） 
固定資産税課税事務（家屋） 
住民税課税事務 
選挙事務 

全国市町村国際文化研修所―――――――――――――――――― 
滞納整理の実践と徴収マネジメント 
これからの農業を考える 

 
― 計　155 ― 

 
118 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
2 

　1 
1 
1 
5 
1 
5 
3 
1 
3 
2 

――― 　1 ―― 
1   

―― 計　6 ―― 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

―― 計　2 ―― 
1 
1 
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10　職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

⑴　健康診断等 

定期職員健康診断等及び産業医による健康相談等を行っています。また、職員の時間外勤務時間が一定

の基準を超過した場合、過重労働による健康障害防止のため、産業医による面接指導を行っています。 

①　職員健康診断等（令和 5年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 

注 1　市長部局等には、市長が所管する事務部局のほか、病院以外のすべてを含みます。 
注 2　会計年度任用職員も含めた人数です。 
注 3　上記以外に、労働安全衛生法に基づく特定業務健康診断等を実施しています。 
 

②　産業医による健康相談等（令和 5 年度） 

　　150 件（市長部局等） 

  全国建設研修センター　――――――――――――――――――― 
官民連携（PPP/PFI） 
空き家対策 
用地職員のための法律実務 
用地事務（土地） 
水害対応タイムライン 

　電源地域振興センター　――――――――――――――――――― 
　　地域を元気にするデザインとは？ 
議会常任委員会　視察同行研修　――――――――――――――― 
その他研修施設　―――――――――――――――――――――― 

滞納整理オンラインセミナー・基礎コース 
新任担当者のための技術検査の進め方 
出納事務の運用実務 
地方公共団体のための基礎から学ぶ源泉徴収講座 
基礎から学ぶ予算編成と予算執行管理 
裁判から学ぶ自治体契約の基本 

電話応対コンクール地区大会　―――――――――――――――― 
電話応対コンクール県大会　――――――――――――――――― 
メンタルヘルスに係る人事管理上の留意点に関する研修　―――― 
情報発信力向上　―――――――――――――――――――――― 
問題解決スキル向上（一般職員）　―――――――――――――― 

○各課所管研修 
部局研修　――――――――――――――――――――――――― 

用地職員新任者 
市町村税務新任者 
市町村選挙管理事務 
固定資産税（償却資産） 
市町村税務徴収 
道路計画 
市町村民税 
市町村課税免除等 
都市計画 
市町村固定資産税 

テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育　―――――― 

―― 計　5 ―― 
1 
1 
1 
1 
1 

――― 　1 ―― 
1　 

――― 　3 ―― 
―― 計　6 ―― 

1　 
1　 
1　 
1　 
1　 
1　 

―――  16 ―― 
――― 　6 ―― 
――― 　2 ―― 
――― 　8 ―― 
――― 　3 ―― 

 
―― 計 18 ―― 

1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 

――― 　1 ――　
延べ 233　

 
区分

受診者・受検者数
 市長部局等 病院事業
 定期健康診断（採用時健康診断を含む） 374 298
 人間ドック（共済組合助成事業） 304 270
 ストレスチェック 559 491
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　　　長時間労働者面接指導、メンタルヘルス関係相談、ストレスチェック結果相談　等 

 

⑵　公務災害補償 

公務上又は通勤による災害（負傷、疾病、障害又は死亡）を受けた職員には、地方公務員災害補償法に

基づき、その災害によって生じた損害が補償されます。 

市職員における災害の認定及び補償については、地方公務員災害補償基金青森県支部が行っており、令

和 5 年度は次のとおりの結果となりました。 

　　　◆認定件数　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：件） 

 

 

 

 

⑶　福利厚生 

職員の福利厚生については、職員相互の親睦と福利の増進を目的として市職員及び一部事務組合職員で

運営する十和田市職員互助会が主体となって実施しており、令和 5年度には人間ドック検診助成、保養所

利用助成等を行っています。 

なお、職員互助会の運営は、会員の会費だけで行っており、当市からの補助金はありません。 

　　　 令和 6年 4月 1 日　会員数　　　977 人 

　　　　十 和 田 市 役 所　　　　　806 人 

　　　　十和田地域広域事務組合　　　　　171 人 

 

⑷　職員の利益の保護 

当市では、地方公務員法第 8 条第 2 項に規定されている公平委員会の事務を、地方公務員法第 7 条第 4

項の規定により青森県人事委員会へ委託しています。 

 

◆公平委員会の事務 

○職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置

を執ること。 

○職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。 

○職員の苦情を処理すること。 

○その他法律に基づきその権限に属せしめられた事務 

 

①　給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況（令和 5年度） 

新たな措置要求はなく、また、係属事案もありませんでした。 

 

②　不利益処分に関する審査請求の状況（令和 5 年度） 

新たな審査請求はなく、また、係属事案もありませんでした。

 区 分 一般職員 会計年度任用職員 計
 公務災害 6 5 11
 通勤災害 1 0 1
 計 7 5 12


